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円
滑
化
法
改
正
で
対
応

へ 
「耐震改修」の仕組み利用 

自
治
体
認
定
で
要
件
緩
和 

１
２
月
２
４
日
に
閣
議

決
定
さ
れ
た
２
０
１
４
年

度
税
制
改
正
大
網
で
、
新

た
な
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売

却
等
制
度
の
一
端
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
。
制
度

作
り
に
関
し
て
は
「
マ
ン

シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化

法
」
を
活
用
す
る
。
同
法

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え

等
円
滑
化
法
」
に
改
称
、

改
正
す
る
見
込
み
だ
。 

新
制
度
の
簡
単
な
概
念

図
は
１
３
年
８
月
公
表
の

国
土
交
通
省
税
制
改
正
要

望
で
示
さ
れ
て
い
た
が
、

今
回
の
大
網
で
は
、「
円
滑

化
法
の
改
正
を
前
提
に
」

と
し
、
改
正
後
を
「
建
替

え
等
円
滑
化
法
」
と
仮
称

し
て
い
る
。 

改
正
法
で
は
「
認
定
建

替
事
業
」「
認
定
建
物
敷
地

売
却
」
と
、
認
定
制
度
を

導
入
す
る
。
改
正
耐
震
改

修
促
進
法
に
お
け
る
自
治

体
に
よ
る
耐
震
改
修
決
議

要
件
緩
和
認
定
の
仕
組
み

を
援
用
し
、
認
定
要
件
は

耐
震
性
不
足
に
限
定
さ
れ

る
。 

建
て
替
え
事
業
に
も
認

定
制
度
を
設
け
る
こ
と
で

既
存
不
適
格
マ
ン
シ
ョ
ン

に
容
積
率
ボ
ー
ナ
ス
を
付

与
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

建
物
敷
地
売
却
は
認
定

化
で
全
員
一
致
が
多
数
決

決
議
に
緩
和
さ
れ
る
。 

自
治
体
に
よ
る
認
定
が

出
発
点
と
な
る
仕
組
み
の

た
め
、
売
却
す
る
場
合
、

区
分
所
有
者
は
改
正
円
滑

化
法
に
基
づ
き
集
会
決
議

を
行
う
。
設
立
さ
れ
る
「
マ

ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組

合
」
は
公
益
法
人
等
と
み

な
さ
れ
、
収
益
事
業
以
外

の
所
得
等
は
非
課
税
扱
い

と
し
て
い
る
。 

敷
地
売
却
で
は
売
り
渡

し
請
求
や
分
配
金
取
得
の

仕
組
み
も
用
意
。
売
却
組

合
に
よ
る
「
分
配
金
取
得

手
続
開
始
」
の
登
記
や
売

り
渡
し
請
求
行
使
で
取
得

す
る
区
分
所
有
権
等
の
登

記
に
対
し
、
登
録
免
許
税

を
免
税
す
る
。 

認
定
建
て
替
え
だ
け
で

な
く
、
認
定
売
却
で
施
行

者
が
取
得
す
る
区
分
所
有

権
等
に
対
し
て
も
不
動
産
取

得
税
は
２
年
間
非
課
税
と
し

て
お
り
、
売
り
や
す
さ
に
配

慮
し
て
い
る
。 

権
利
を
売
り
渡
す
こ
と
に

な
る
区
分
所
有
者
に
は
所
得

税
等
を
優
遇
。
敷
地
売
却
に

伴
う
売
り
渡
し
請
求
ま
た
は

分
配
金
の
取
得
を
長
期
譲
渡

所
得
の
特
例
に
加
え
、
１
６

年
末
ま
で
２
０
０
０
万
円
以

下
の
部
分
に
対
し
所
得
税
１

５
％
を
１
０
％
、
住
民
税

５
％
を
４
％
に
す
る
。 

耐
震
診
断
が
義
務
付
け
ら

14年度税制改正
大網 

れ
て
い
る
避
難
路
沿
道
マ
ン

シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
、
敷
地
売

却
に
伴
う
売
り
渡
し
請
求
ま

た
は
分
配
金
に
つ
い
て
、
１
５

０
０
万
円
を
譲
渡
金
額
か
ら

特
別
控
除
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
る
。 

改
正
法
案
は
通
常
国
会
提

出
を
目
指
し
、
国
土
交
通
省
と

法
務
省
が
協
議
を
重
ね
て
い

る
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 

第9
2
7

号
よ
り
） 

建

物

・
敷

地 

売

却

制

度 

職
人
不
足
の
影
響
、
深
刻
に 

足
場
が
外
れ
な
い
…
昨
秋
の
大
規
模
修
繕
に
「
異
変
」 

足
場
が
外
れ
な
い
―
。
通
常

年
末
ま
で
に
は
足
場
が
解
体

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
秋
着
工
」

の
大
規
模
修
繕
工
事
だ
が
、
こ

ん
な
「
異
変
」
に
見
舞
わ
れ
た

現
場
が
あ
る
。
理
由
は
工
期
の

遅
れ
。
昨
秋
は
消
費
税
増
税
前

の
駆
け
込
み
需
要
で
、
現
場
数

が
多
か
っ
た
。
折
か
ら
の
職
人

不
足
で
職
人
を
確
保
で
き
ず
、

工
期
を
守
れ
な
い
事
態
を
招

い
た
現
場
が
出
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
台
風
の
影
響
も
小
さ
く

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
最
近
建
設

業
に
お
け
る
職
人
不
足
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
大
規
模
修

繕
工
事
の
現
場
に
与
え
る
影

響
も
、
深
刻
さ
を
増
し
て
き
て

い
る
。 

◇ 

東
京
都
内
の
大
規
模
修
繕

工
事
現
場
。
昨
秋
９
月
に
着
工

し
、
１
２
月
末
に
竣
工
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、
工
期
内
に
工
事

が
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
当
然
１

月
に
入
っ
て
も
足
場
は
外
れ

ず
、
結
局
１
月
末
ま
で
工
期
を

延
長
し
て
対
応
す
る
。
工
事
の

関
係
者
は
「
９
月
の
台
風
の
影

響
で
、
丸
２
週
間
作
業
が
滞
っ

た
」
と
、
工
事
が
遅
れ
た
原
因

を
説
明
す
る
。 

だ
が
、
台
風
の
影
響
を
受
け

た
の
は
、
何
も
こ
の
現
場
だ
け

で
は
な
い
。 

こ
の
物
件
で
工
期
が
遅
れ

た
の
は
、
工
期
を
ぎ
り
ぎ
り
で

組
ん
で
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
る
。 

「
も
と
も
と
４
カ
月
の
工
期

で
は
難
し
い
面
が
あ
っ
た
現
場

だ
っ
た
が
、
管
理
組
合
さ
ん
の

要
望
も
あ
り
、
年
末
ま
で
の
工

期
に
し
た
」
と
、
工
事
関
係
者
。 

も
う
一
つ
の
理
由
が
、
職
人

不
足
だ
。
工
期
の
遅
れ
を
取
り

戻
す
に
は
、 

腕
の
良
い
職
人
を
大
量
に
投

入
す
る
、
と
い
っ
た
対
応
が
考

え
ら
れ
る
が
、
職
人
が
確
保
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
結

果
的
に
台
風
が
命
取
り
に
な
っ

た
。 

（
裏
面
へ
続
く
） 

T 
O 
P 
I 
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編集後記 

分譲マンションは、区分所有者が全員でマンションの管理を行うための団体（管理組合）を構成し、その運営に

は管理規約を定めることを認めています。この管理規約は、「マンションの憲法」とも呼ばれ、共同体の根本原則

を定めた最高の自治規範です。日頃はなかなか見ることは少ないと思いますが、共同住宅において、建物・設備

を維持向上し、安心、安全で快適な居住環境を作っていくには居住者が守らなければならないルールですので、 

時には確認してみることも大切ですね。今まで知らなかったこと、新たな発見があると思います。（吉田） 

判例ファイル 

耐震性能不足を理由に、１９７１年
に建設された旧公団の賃貸マンション
の取り壊しを決めた都市再生機構が、
賃貸借契約の終了に基づき、移転に応
じなかった賃借人７人に建物の明け渡
しなどを求めた裁判で東京地裁立川支
部が昨年３月、機構側の主張を認め、
建物の明け渡しを命じる判決を言い渡
した。三村昌子裁判長は「耐震性に問
題があり、経済合理性の観点から耐震
改修工事が困難」な同物件について「こ
れ以上賃貸借契約を存続されるのは相
当でない」と述べ、機構の契約更新拒
絶には「正当事由がある」と結論付け
た。住民側は控訴している。 

◇ 

明け渡しを認めたのは、建物の形状
から改修方法が限定され、耐震改修が
難しかった点がある。現実的に実施可

能な「バルコニーに沿って鉄骨ブレ
ースを設置する」工法を選択すると、
約７割の住戸に採光、通風、圧迫感
等の影響が出るほか、１階店舗の出
入りにも支障が出る。工事にも約７
億５０００万円が掛かるため、機構
は改修をあきらめ建物の取り壊しを

決めた経緯がある。 

三村裁判長は、機構側が耐震改修を
断念したとしても、「その判断か過程
に著しい誤びゅうや裁量の逸脱がな
く、賃借人に対する相応の代償措置が
取られている限りは賃貸人の判断が
優先されるべき」と判断基準を示した

上で、機構が選択した耐震改修方法に
「科学的な見地から誤びゅうはない」
と判断。「社会経済的な観点に照らし
て合理性がある」と、機構の取り壊し
の判断を肯定した。 

「代償措置」についても、居住者の
希望や年齢を考慮し類似物件を紹介
したり、転居先に応じて家賃減額や補

助を行っている点を評価し「十分な代
償措置が取られている」と認定。取り
壊しの必要性に比べて、住民が建物を
使用する必要性は高いとはいえない、
として「更新拒絶には『正当事由』が
ある」と結論付けた。（判例時報 2201

号、マンション管理新聞 第 928 号よ
り） 

耐震性能不足による取り壊し 
「正当事由」に該当 旧公団賃貸マンション 

住民に明け渡し命じる 

（
表
面
か
ら
の
続
き
） 

神
奈
川
県
内
で
も
１
カ

月
、
工
期
の
延
長
を
決
め
た

現
場
が
あ
っ
た
。
元
請
け
の

工
事
関
係
者
は
「
工
事
内
容

や
職
人
の
手
配
を
考
慮
し

た
上
で
、
工
期
を
組
ん
だ
ん

で
す
が
…
」
と
悔
し
そ
う

だ
。
実
際
に
は
延
長
決
定

後
、
フ
ル
回
転
で
工
事
を
急

ぎ
、
事
前
に
決
め
た
工
期
内

に
ほ
ぼ
終
了
す
る
め
ど
が

立
っ
た
が
「
こ
の
ま
ま
で

は
、
現
場
は
立
ち
行
か
な
く

な
る
」
と
、
た
め
息
を
つ
く
。 

延
滞
の
理
由
は
、
や
は
り

職
人
不
足
だ
。 

こ
の
元
請
け
業
者
は
職

人
不
足
を
織
り
込
み
、
あ
ら

か
じ
め

職
人
を

確
保
し

た
上
で

工
事
に

臨
ん
だ

が
、「
直

前
に
『
や
っ
ぱ
り
他
が
あ
る

の
で
』
っ
て
ね
。
ド
タ
キ
ャ

ン
で
す
よ
」
と
嘆
く
。
待
遇

の
い
い
現
場
に
、
職
人
が
流

れ
て
し
ま
っ
た
形
だ
。 

「
と
に
か
く
職
人
不
足

を
解
消
し
な
い
と
い
け
な

い
。
職
人
全
体
の
待
遇
を
上

げ
、
若
い
人
が
ど
ん
ど
ん
入

っ
て
く
る
よ
う
に
し
な
い

と
、
業
界
全
体
が
空
洞
化
し

て
し
ま
う
」 

◇ 

「
こ
れ
か
ら
は
営
業
力

で
は
な
く
、『
発
注
力
』『
手

配
力
』
が
優
れ
て
い
る
業
者

が
生
き
残
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
う
」 

改
修
工
事
の
中
堅
専
門

会
社
の
役
員
は
、
改
修
工
事

の
業
界
の
今
後
を
、
そ
う
展

望
し
て
見
せ
る
。 

こ
の
役
員
は
、
高
経
年
マ

ン
シ
ョ
ン
の
増
加
で
現
場

数
は
あ
る
が
「
積
極
的
に
取

り
に
行
く
こ
と
に
怖
さ
が

あ
る
部
分
も
あ
る
」
と
打
ち

明
け
る
。
管
理
組
合
か
ら
工

事
を
請
け
負
う
の
は
、
実
際

の
工
事
に
入
る
数
か
月
前
。

先
が
見
え
に
く
い
現
在
の

状
況
で
現
場
数
を
増
や
し

た
も
「
工
事
に
入
っ
て
か

ら
、
職
員
が
確
保
で
き
な
い

現
場
が
出
て
く
る
リ
ス
ク

が
あ
る
」
と
い
う
。 

「
今
は
職
人
不
足
で
、
取

り
合
い
で
し
ょ
。
職
人
を
囲

っ
て
お
け
れ
ば
い
い
ん
だ

け
ど
、（
改
修
専
門
業
者
の
）

大
手
さ
ん
と
も
競
合
に
な

る
し
」。
「
発
注
力
」「
手
配

力
」
を
強
調
す
る
の
は
、
こ

う
し
た
背
景
が
あ
る
か
ら

だ
。 こ

の
役
員
は
「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
大
規
模
修
繕
は
、
ど
の

現
場
も
着
工
時
期
が
一
緒
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
」
と

指
摘
す
る
。 

職
人
不
足
の
現
状
は
今

後
も
続
く
、
と
し
た
上
で

「
こ
れ
か
ら
は
着
工
時
期

を
ず
ら
し
て
正
月
や
夏
の

暑
い
時
期
に
も
作
業
を
し

て
い
か
な
い
と
。
も
う
職
人

が
回
ら
な
い
」
と
訴
え
る
。 

別
の
専
門
会
社
の
役
員

は
「
結
局
、
正
月
ま
で
の
工

期
を
守
る
、
足
場
を
外
す
、

と
い
っ
た
こ
と
が
工
事
業

者
の
差
別
化
に
つ
な
が
る

時
代
に
入
っ
て
き
て
い
る
」

と
市
況
を
解
説
す
る
。 

「
今
は
完
全
に
（
職
人

の
）
売
り
手
市
場
。
賃
金
の

支
払
い
条
件
が
良
い
と
こ

ろ
に
職
人
が
流
れ
る
の
は

当
然
の
流
れ
だ
」 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模

修
繕
市
場
は
拡
大
の
一
途

が
見
込
ま
れ
る
が
「
改
修
業

者
に
も
勝
ち
組
、
負
け
組
が

出
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
」

と
、こ
の
役

員
は
に
ら

む
。 

◇ 

管

理

組

合
に
と
っ

て
も
、
こ
う

し
た
状
況
は
好
ま
し
く
な

い
。 昨

秋
の
大
規
模
修
繕
で

は
、
大
手
と
呼
ば
れ
る
専
門

業
者
で
工
期
が
守
れ
な
か

っ
た
事
態
が
生
じ
た
現
場

は
な
い
よ
う
だ
。
だ
が
、
大

手
が
引
き
受
け
ら
れ
る
現

場
数
に
も
限
界
が
あ
る
。 

利
益
率
が
低
い
な
ど
「
リ

ス
ク
が
あ
る
」
と
判
断
さ
れ

た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
管
理
組

合
が
望
ん
で
も
中
堅
ど
こ

ろ
を
含
め
て
業
者
に
敬
遠

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
、

今
後
は
十
分
に
あ
る
の
だ
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 

第9
2
8

号
よ
り
） 

工
期
守
れ
ぬ
現
場
も 

年

末 

竣
工
の 


